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筑
豊
石
炭
坑
業
組
合
初
代
総
長

石

野

寛

平

略

歴

書

(手
記
)

米

津

三

郎

明
治
十
八
年
に
設
立
さ
れ
た
筑
前
国
豊
前
国
石
炭
坑
業
組
合
は
、
小
坑
濫
立

の
弊
を
改
め
、
石
炭
の
生
産
と
流
通
に
秩
序
を
も
た
ら
し
、
炭
坑
業
発
展

の
た

め
の
基
礎
確
立
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
福
岡
県
勧
業
課
の
属
官
石
野
寛
平
の

指
導

の
も
と
に
こ
の
画
期
的
な
坑
業
組
合
が
組
織
さ
れ
発
足
し
、
石
野
寛
平
が

乞
わ
れ

て
そ
の
初
代
総
長
に
就
任
し
た
。

石
野
寛
平
に
つ
い
て
は
筑
豊
鉱
業

五
十
年
史
、
若
松
築
港
会
社
五
十
年
史
、

同
七
十
年
史
、
門
司
新
報

(北
九
州
市
立
中
央
図
書
館
蔵
)
な
ど
に
よ
っ
て
、

そ
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
門
司
新
報

の
記
事
に
よ
れ
ば
、
明

治
二
十
六
、
七
年
ご
ろ
か
ら
大
正
十
年
九
月
十
六
日
別
府
で
胃
潰
瘍
の
療
養
中

に
死
亡

(
七
十
四
才

・
天
錫
院
石
翁
伴

遷
居
士
)
す
る
ま
で
、
そ
の
活
動
状
況

が
よ
く
報
道
さ
れ
て
い
る
o

私
が
石
野
寛
平
の
こ
と
を
調
査
す
る
た
め
、
末
子
の
功
寛
氏

(故
人
)
を
福

岡
に
訪
ね
た
の
は
十
年
程
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
見
せ
て
い
た
だ
い

た
石
野
寛
平
の
手
記
で
あ
る

「
石
野
寛

平
略
歴
」
を
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と

思
う
。
こ
の
手
記
は
大
正
七
、

八
年
ご

ろ
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
手
記
は

罫
紙
十

一
枚
に
毛
筆

で
書
か
れ
て
い
る
。
若
松
築
港
会
社
七
十
年
史
の
中
に
も

石
野
寛
平
手
記
が
録
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
若
松
築
港
会
社

の
創
立
経
過
と

社
長
就
任
時
期

(
明
冶
二
十
九
年
退
任
)

に
お
け
る
経
営
の
内
容
が
主
で
あ
り
、

こ
こ
に
紹
介
す
る
も
の
と
は
内
容
を
異
に

し
て
い
る
。

石

野

寛

平

略

歴

(旧
藩
時
代
を
除
く
)

嘉
永
元
年

一
月
生

と
戸
籍
面
に
あ
る
も

実
は
同
年
十
二
月
生
也

旧
平
戸
藩
士
族
に
し
て
代
々
松
浦
伯
爵
家
に
仕
事
す

(父
は
右
吉
と
称
す
)

外
、

旧
藩
時
代

の
勤
務
及
文
武
学
歴
は
省
略
す
。

明
治
三
年
廃
藩
置
県
の
制
を
定
め
ら
る
ゝ
に
当
り

て
、
平
戸
藩
は
長
崎
県

に
属
し
、
郡
村

の
制
を
改
め
大
小
区
制
を
定
め
て
、
戸
籍
法
発
布
せ
ら
し

時
、
余
は
同
県
六
十
九
大
区
戸
長
里
正
兼
戸
長
を
命
せ
ら
る
。

明
治
五
年
秋
、
長
崎
県
雇
准
判
任
心
得
を
以
て
庶
務
課
に
従
事
す
。
同
年

秋
、
長
崎
県
権
大
区
長
に
任
せ
ら
る

(今

の
長
崎
市
及
び
其
近
郷
第

一
大

区
よ
り
第
五
大
区
ま
で
、
各
区
に
戸
長
を
置
き
、
長
崎
市
内
に
役
場
を
置

き
調
所
の
名
を
以

て
之
を
統
轄
す
)
。

明
治
六
年
秋
、
佐
賀
県
江
藤
の
乱
あ
り
し
時
、
同
県

の
召
に
応
じ
、
権
少

属
に
任
じ
、
後
中
属
に
任
ら
る
。
平
定
後
庶
務
課
に
仕

へ
て
大
小
区
制
及

び
学
務
を
担
当
し
、
専
ら
学
制
施
行
に
努
力
す

(事
前
学
制
を
奉
ぜ
ざ
る

為
、

一
般
に
学
事
行
は
れ
さ
り
し
也
)
。

明
治
九
年
四
月
、
佐
賀
県
を
廃
し
三
瀦
県
に
合
併
せ
ら

る
＼
に
当
り
、
一

般
県
官
は
廃
官
と
な
り
、
同
年
夏
福
岡
県
に
召
さ
れ

て
警
部
に
任
せ
ら
る
。

同
年
秋
、
熊
本
県
神
風
連
の
乱
あ
り
。
延
て
我
が
福
岡
県
秋
月
藩
士
等
之

に
応
じ
暴
発
す
。
我
が
警
察
部
は
巡
査
隊
を
編
製
し
て
討
罰
に
従
事
す
。

数
十
日
に
し
て
平
定
o

明
治
九
年
十
二
月
鹿
児
島
私
学
党
不
穏
の
状
あ
り
、
報
道
具
さ
に
到
る
。

余
は
時
の
福
岡
県
令
渡
辺
清
氏
の
内
命
を
承
け
辞
職
、
鹿
児
島
に
微
行
し

其
内
状
を
視
察
す
る
こ
と
弐
週
間
に
し
覆

命
鎧

に
復
職
せ
り
。
因
に

日
く
、
当
時
内
務
少
輔
林
友
幸
氏
己
に
鹿
児
島
に
あ
り
、
余
は
少
輔
の
指

導
に
依
り

て
各
方
面
を
視
察
す
る
を
期
し
た
り
。
此
行
は
秘
密
に
し
て
、



大

西

郷

・
桐

野

等

の
諸

傑

に

も

面

会

を

遂

て
、

其

心

事

を
会

得

し

て
進

退

を
決

す

る

を

主

眼

と

せ

し

に
、

大

西

郷

は

霧

島

に

在

り

会

す

る

に
由

な

く
、

時

の
県

令

大

山

綱

良

氏

及

警

察

課

長

中

島

猛

彦
、

大

書

記

官

田
畑

常

秋

等

の
外

は
、

司

法

官
、

旧

知

人

等

に

面

会

し
、

凡

そ

要

領

を

得

た
り

..

而

も

此
頃

警

視

庁

警

部

等

を

初

め
、

軍

人
等

帰

省

を
名

と

し
、

四
拾

余

名

の
内

探

が
入

込

め

る

に

就

て
は
、

為

に

地

方

志

士

の
憤

怒

を

買

ふ
如

き

状

況

あ

り

。

余

は
寧

ろ
有

害

と

認

む

る

理
由

有

り

と

し

て
、

林

少

輔

二
計

り
、

共

二
視

察

を
中

止

せ

し

な

り

o

明

治

十

年

一
月
、

余

が
林

少

輔

に

別
れ

て
福

岡

に

帰

り

し
後

、
嫌

か

に

十

日
に

し

て
鹿

児

島

の
変

を

伝

ふ
。

真

に
意

外

な

り

し

也

。

爾

来

変

報

頻

り

に

至

り

、

天

下

の
人

心
悔

々
た

り

。

宜

な

り

一
世

の

人

傑

た

る
大

西
郷

を

首

め

数

多

の
豪

傑

其

左

右

に
在

り
、

数

千

の
勇

士

を
有

す

る
忠

臣

が
、
埣

か

に

此

暴

挙

を

為

す

と

は
信

ず

べ

か

ら

さ

れ

ば

也

。

我

福

岡

藩

士

の
多

く

が
、

又

鹿

児

島

に
応

せ

ん

と

す

る

の
兆

あ

り

。

余

等

は

之

が
警

戒

に

任

じ
努

力

せ

し

も
、

其

甲
斐

な

く

終

に

暴

発

せ
り

。

余

は

巡

査

隊

を

編

成

す

る

の
任

に

当

り

、

第

一
小
隊

長

と

し

て
始

終

陸

軍

と
相

応

し

て
、

谷

町

、

野
芥

、

金

武

等

に

転

戦

し

て
大

い

に

勝

利

を

得
、

首

魁

を
捕

虜

と

し

二

週
間

以

内

に

之

を

款

定

せ
り

。

明

治

十

年
秋

、

西
南

の

役

全

く

平

定

す

る
に

当
り

、

余

は
福

岡

県

第

八
大

区

々
長

の
職

に

転

し

(
御

笠
、

那

珂

、

席

田

の

三
郡

)
、

即

ち

今

筑

紫

郡

之

な

り

。

満

一
年
に

到

ら

ず

し

て
辞

職
、

同

十

一
年
春

郡

制

施

行

に

当

り

、

余

は
福

岡

県

に

復

し

て

属
官

と

な

り
、

同

十

八

年
十

二

月

迄
、

八

ヶ

年
間

学

務

衛

生

課

に

従

事

し
、

後

勧

業

課

に

転

し

商

工
務

及

林

務

を

兼

ね
、

専

ら
鉱

業

の
事

を

担

当

せ

り

。

之

よ

り

先
、

余

は

本

県

が

石
炭

豊

富

の
大

地

域

を

有

す

る
に

拘

ら

ず
、

鉱

業

の
制

度

厳

な

ら
ず

、

採

炭

方

の
劣

悪

に

し

て
乱
堀

を

な

し
、

延

て
炭

田

を

荒

敗

せ

し

め

ん
と

す

る

の
弊

を

看

破

し

た

、、

れ
ば
、
之
か
改
良
進
歩
を
期
し
、
炭
床
を
し
て
永
保
す
る
必
要
あ
る

を
感

し
、
先
其
第

}
手
段
と
し
て
は
、
各
実
業
者
の
統

一
を
図
る
を
要
し
、同
業

組
合
を
組
織
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
た
り
。

明
治
十
八
年
十
月
に
到
り
、
石
炭
業
組
合
組
織
の
成
立
に
当
り
て
、
余
は

筑
豊
五
郡
各
鉱
主
等
の
懇
請
を
容
れ

て
、
其
十
二
月
県
官
を
辞
し
休
職
と

な
り
組
合
総
長
の
職
に
即
け
り
。
之
よ
り
先
き
、
余
は
石
炭
実
業
者
は
五

郡
に
跨
れ
る
も
の
な
る
が
故
に
、
組
合

の
中
心
は
若
松
港
な
ら
ざ
る
べ
か

ら
ざ
る
を
就
任

の
条
件
と
な
せ
し
也
。
爾
来
果
し
て
之
に
定
ま
り
、
妥
に

開
設
せ
し
同
組
合
は
今
尚
隆
々
と
し
て
存
在
せ
り
。
世
⊥
石
炭
鉱
に
望
み

を
属
す
る
も
の
漸
次
多
き
を
加
え
、
鉱
区
取
得
競
争
の
激
烈
と
な
り
た
る

に
際
し
、
余
は
組
合
の
決
議
を
斉
ら
し
、
農
務
省
当
局
に
交
渉
し
、
石
炭

所
在
の
地
域
及
炭
脈
趨
向
地
点

・
埋
蔵
量
等
の
調
査
を
行
は
れ
ん
事
を
稟

請
し
、
農
務
省
当
局
に
於
て
之
を
容
れ
、
爾
来
凡
そ
半
ケ
年
間
に
亘
り

て

実
地
調
査
を
行
は
れ
、
図
書
と
な
り

て
世
上
に
存
在
し
、
石
炭
鉱
に
関
す

る
制
令
は
則
ち
之
か
根
本
な
り
と
見
る
を
得
べ
し
。

爾
来
当
地
方

の
石
炭
業
は
続
々
と
し
て
拡
大
し
来
り
し
に
、
其
運
搬
に
関

し
て
は

一
条
の
遠
賀
川
の
水
運
に
侯

つ
の
外
あ
ら
す
。
為
に
運
搬
停
滞
し
、

随
て
鉱
業
家
の
困
難
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
に
至
れ
り
。
余
は
已
に
之
を
慮

り
、
若
松
を
起
点
と
す
る
運
炭
鉄
道

の
布
設
を
唱
導
し
、
各
地
有
志
者
と

相
応
し
て
之
が
允
許
を
出
願
す
る
に
到
り
し
は
、
明
治
十
九
年
よ
り
二
十

一
年
に
亘
れ
り
。
然
る
に
若
松
港
を
起
点
と
す
る
事
に
於
て
、

一
の
困
難

な
り
し
は
、
若
松
港
口
の
水
深
は
五
尺
五
寸
を
出
て
ず
、
尚
且
、
水
道
及

港
腹
の
狭
隆
に
し
て
、
鉄
道
よ
り
運
ふ
べ
き
石
炭
及
貨
物
を
呑
吐
す
る
の

到
底
不
可
能
な
る
事
是
也
。
其
の
道

の
学
者
経
験
家
は
勿
論
、
鉄
道
局

二

於
て
到
底
允
許
を
得
る
事
不
可
能
な
る
に
帰
着
せ
ん
と
す
。
爰
に
於
而
余

は
港
口
の
改
良
と
共
に
之
を
図
ら
ざ
れ
ば
、
終
に
目
的
を
達
す
べ
か
ら
ざ



る

を

覚

り
、

是

よ
り

先

き

当

地
有

志

者

和

田

(
源

)

、

和

田

(喜

)
、

森

(
滋

)

其

他

有

数

の
人

と
計

り
、

相

尋

て
港

口
俊

喋

の
計

画

を

企

て

た

り

。

而

し

て
当

時

第

六

土

木

監

督

署

長

た

り

し

工
学

博

士

石

黒

五
十

二

氏

に

乞

ひ

て
内

容

顧

問

と

し
、

実

表

測
量

・
水

深

・
風

位

・
潮

流

等

の
調

査

を

行

へ
り

。

是

総

て
博

士

の
指

導

に
侯

ち

し

な
り

。
而

も
其

結

果

終

に

俊

漢

の
み

に

て
は
徒

労

に

属

し
、

築

港

と

し

て
防

波

堤

を
築

き
、

沿

岸

を

整

理
す

る
時

は

必

ず

成

功

す

べ

き
信

条

を

得

た

る

余

は
、
叢

に

於

て
鉱

業

組

合

総

長

の
職

を

退

き
、

鉄

道

業

を

分
離

し

て
専

ら

築

港

事

業

を

経

営

す

る

事

と

せ
り

。

当

時

石

炭

の
供

給

か

一
時

増

加

し

、

需

用

未

だ

之

に

伴

は

ざ

り

し

為

め
炭

価

暴

落
、

斯

界

は
非

常

の
打

撃

を

蒙

り

、

炭

業

家

の
多

く

は

倒

産

の
惨

状

を

呈

せ

り

。

而

も

当

然

前

途

に

多

大

の
嘱

望

を

以

て
経

営

し

た

り

し

三
菱

、

三

井

其

の
他

の
有

志

者

も

、

築

港

の
事

に

就

て
は

其

力

ら

を

貸

す

人

に

乏

し

く
、

其

他

鉱

業

者

の
多

く

は

自

家

炭

業

の
打

撃

を
受

つ

つ
あ

る

が
為

に
、

力

ら

能

は

ず

と

て
、

一
旦

築

港

の

発
起

者

と

し

て
署

名

せ

し
人

々
も
、

之

を

放
棄

し

て
顧

み

ざ

る

の
形

勢

を
表

は

せ

り

。

尚

、

地

方

人

も

又
、

石
炭

の
不

況

と

運
命

を

共

に

す

ゐ

の

み

な

ら

す
、

鉄

道

・
築

港

共

に

排

斥

す

る

が

如

き

言
行

を
為

す

も

の

も
多

か

り

し

な

り

。
築

港

業

に

就

て
は

、

官

庁

の
交

渉

及

び

地

方

の
苦

情

等

に

関

し

て
辛

酸

を

な

め

た

る

は

今

更

言

を
倹

た

ず

。

後

二
十

四

年

に

至

り

て

三
菱

側

の

賛

助

を

得

る

に

至

り
、

渋

沢

男
等

の
尽

力

に

依

り

て
方

針

確

定

し
、

梢

安

心

の
域

に
達

せ

り

・余

は

其

後

明

治

二

十

九

年
若

松

築

港

会

社

々
長

を

退

き

た

り

。

抑

々

余

ハ
本

来

筑

豊

鉱

業

の
為

に

一
身

を
投

じ
、

公

共

の
事

に
努

力

す

る
を

以

て
使

命

な

り

と

観

じ

た

れ

ば
、荷

も
政

治

に

関

せ
ず

、一
に

築

港

事

業

に

身

を

委

し

た

り

。

地

方

鉱

業

者

に

あ

り

て

は
、

安

川
、

平

岡

、

麻

生
其

他

一
、

二

の
有

志
、

及

び

当

市

に

て
は

和

田

(
源

)
、

和

田

(
喜

)
、

森

(
滋

)

其

他

二
、

三

の
同

志

者

と

誓

っ

て
、

斯

業

を
成

功

せ

ん

事

に

努

力

し

た

り

。

、、、、、

当
時

同

志

多

し

と
難

も
、

資

産

を
投

尽

し
身

命

を
堵

し

て

も
、

断

し

て
成

功

せ

ず

ん
ば

息

ま
ざ

る

の

決

心

あ

り

し
人

は
、

果

し

て
幾

許

あ

り

し

旅

。

余

は

前

述

の
如

く
、

当
初

の
方

針

に

よ
り

若

松

築

港

会

社

に
長

と

し

て
同

社

を

管

理

し
、

稽

々
其

基

礎

の
確

立

す

る

に

到

り

て
、

同

二
十

九

年

春

奉

職

を

退

け

り

。

余

ハ
其

職

を

辞

す

る

に

当

り
、

会

社

よ
り

町

重

な

る
慰

労

詞

に

添

へ
金

壱

万

円

を

贈

与

せ

ら

る
。

其

後

又

若

松

町

よ

り

町

重

な

る
慰

労

詞

に

添

へ
、

金

杯

を

贈

与

せ

ら

る

。

其

後

余

は

暫

く
長

崎

市

に

去
り

て
、

始

め

て

一
家

の
事

を

処

理

し

つ

つ
あ

り

し

に
、

若

松

町

に

於

て
商

工

会

を
組

織

し

た

る

も
、

会

長

故

山

本

周

太

郎

氏

辞

職

に

付

、

余

は

其

職

を

襲

ん
事

を

当

地

有

志

等

よ

り

交

渉

せ
ら

れ

し

に

よ
り

、

余

は

之

を

諾

せ

り

。

余

已

に

老

境

に

入
れ

り

。

本

来

菲

才

浅

学
、

其

任

に
堪

る

や

否

や
覚

束

な

し

と
難

も
、

曾

て

本

市

の
寒

村

時

代

に

来

り

て
、

脚

か
開

発

の
端

を

開

き

し
事

を

回
顧

す

る

と

き

は
、

此

上
一

層

努

力

せ

ば
、

或

は

其

甲

斐

あ

る

べ

し

と

観

念

し
、

今

や

其

職

に

就

き

し

よ

り

已
に

八

星

霜

を

閲

せ

り

。

而

し

て
未

だ

何

等

之

功

績

を

見

ざ

る

は
、

老

朽

に

因

せ

し

こ
と

論

を

侯

た

ず

と
難

も
、

余

は
柳

か

抱

負

な

き

に

あ

ら

ず
、

静

か

に
前

途

を

観

つ

つ
あ

る

な

り

。

余

又
、

若

松

商

工

会

を

基

礎

と

し

て
、

県

聯

合

商

工

会

の
副

会

長

及

び

洞

海

湾

開

発
聯

合

調

査

会

の
幹

事

長

た

り

。

日
本

赤

十
字

社

正

会

員

、

日

本
腋

済

会

員

、

武

徳

会

員

等

と

な

り
、

又
、

国

産

奨

励

会

発

起

人

た

る

な

り

。

余

又

曾

て
受

領

せ

し
褒

賞

等

は

多

々
有

之

も
、

…
々
之
れ
を
記

憶

せ

ず

、

又
、

其

記

録

を

逸

せ
り

。

但

し
、

其

重

な

る

も

の
を

挙

ぐ

れ

ば
、

佐

賀

県

及

福

岡

県

在

職

中
、

本

県

下
騒

擾

の
際
、

内

務

大

臣

大
久

保

利

通

氏

及

本

県

々
令

北

島

秀

朝

氏

よ
り

、

職

務
勉

励

の
廉

に

よ
り

受

領

せ

し

も



、、、

の
多
々
あ
り
と
雖

も
之
を
略
す
。

明
治
十
年
西
南
騒
擾

の
際
尽
力
せ
し
廉
に
よ
り
当
時

の
賞
勲
局
総
裁
三
条

実
美
公
よ
り
、
賞
状
及
び
金
壱
百
円
を
賜
わ
る
。

明
治
三
十
年
の
頃

(
歳
月
未
詳
)
警
察
署
敷
地
寄
附
の
賞
と
し
て
、
福
岡

県
知
事
安
場
保
利
氏
よ
り
銀
大
杯
を
贈
ら
る
。

明
治
三
十
九
年

(歳
月
未
詳
)
道
路
敷
地
寄
附
の
賞
と
し
て
、
長
崎
県
知

事
荒
川
儀
五
郎
氏
よ
り
銀
大
杯
を
贈
ら
る
。

木
杯
三
ソ
組
及
び
単
個
、
学
校
新
築
其
他
寄
附

の
為
に
褒
状
弐
十
数
通
。

佐
賀
新
聞
大
正
期
炭
坑
記
事

大

正

三

年

六

月

一
日

松
島
炭
坑
株
式
会
社

貸
借
対
照
表

貸

方

株

券

積

立

金

借

入

金

預

金

前
期
繰
越
金

当
期
利
益
金

合

計

第
三
期

（
二
）

町

田

保

次

自
大
正

二
年
十

一
月

至
大
正
三
年

四
月

二

、

○

○

○

、

○

○

○

、

○

○

○

=

二
、

○

○

○

、

○

○

〇

五

五

〇

、

○

○

○

、

○

○

〇

八

、

一
二

四

、

七

二

〇

五

、

三

三

二

、

七

一
五

一
四

四

、

四

一
八

、

四

八

二

二

、

七

二

〇

、

八

七

五

、

九

一
七

決
算
公
告

借

方

起

業

費

貯

蔵

物
品

石

炭

未

決

算

他

店

勘
定

正

貨

合

計利
益
金
勘
定

当
季
利
益
金

前
季
繰
越
金

合

計
内

役
員
賞
与
金

積

立

金

恩

給

基

金

配
当
金

(手

一
割
)

後
期
繰
越
金

二
、

四

三

七

、

三

三

四

、

七

七

八

三

五
、

二

五

六

、

二

〇

九

一
〇

八
、

〇

七

一
、

一
七

五

七

、

六

八

六

、

六

九

二

一
三
一

、

九

六

五

、

七

七

七

五

六

一
、

二

八

六

二

、

七

二
〇

、

八

七

五

、

九

一
七

一
四

四

、

四

一
八

、

四

八

二

五

、

三

三

二

、

七

一
五

一
四

九

、

七

五

一
、

一
九

七

八

、

七

〇

〇

、

○

○

〇

二

〇

、

○

○

○

、

○

○

〇

一
〇

、

○

○

○

、

○

○

〇

一
〇

〇

、

○

○

○

、

○

○

〇

一

一
、

〇

五

一
、

一
九

七

右
之
通
リ
ニ
候
也

大
正
三
年
五
月
三
卜

一
日

長
崎
市
常
盤
町
三
番
地

松
島
炭
鉱
株
式
会
社

取
締
役
会
長

古
賀
春

一

常
務
取
締
役

細

正
之
助

取
締
役

牧
田
環

頼
尊
淵
之
助

藤
岡
浄
吉

荻
田
延
治
郎

馬
場
卓

一

岩
田
謙
三
郎

(
59
頁

へ
続
く
)

一一


